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石
上
智
康
理
事
長
名
で
提
出

　
本
会
は
、
九
月
十
八
日
付
け
で
、
左
記
の
「
要
望

書
」
を
自
由
民
主
党
政
務
調
査
会
、
全
国
組
織
委
員

会
あ
て
に
提
出
し
た
。

　
　
　
要
望
書

　
平
成
五
年
度
税
制
改
正
の
審
議
に
あ
た
り
、
本
会

は
左
記
の
点
を
強
く
要
望
致
し
ま
す
。

【
要
望
事
項
】

（一

j
公
益
法
人
の
預
貯
金
等
よ
り
生
ず
る
果
実
に

　
　
　
対
す
る
非
課
税
制
度
の
堅
持

（
二
）
公
益
法
人
の
営
む
収
益
事
業
の
範
囲
の
不
拡

　
　
　
大

（
三
）
公
益
法
人
の
営
む
収
益
事
業
に
対
す
る
法
人

　
　
　
税
率
の
引
き
下
げ

【
理
　
由
】

　
宗
教
法
人
が
本
来
、
人
心
の
安
定
を
は
か
り
、
教

育
、
文
化
、
社
会
福
祉
、
そ
の
他
公
益
の
増
進
に
寄

与
す
る
こ
と
は
、
宗
教
が
人
間
の
心
の
救
い
の
構
造

と
し
て
存
在
す
る
以
上
、
当
然
の
帰
結
で
ご
ざ
い
ま

す
。　
宗
教
法
人
法
第
六
条
を
ま
つ
ま
で
も
な
く
、
宗
教

法
人
が
営
む
収
益
事
業
は
、
本
来
営
利
を
目
的
と
し

た
も
の
で
は
な
く
、
宗
教
活
動
を
円
滑
な
ら
し
め
る

た
め
の
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　
し
か
る
に
、
宗
教
法
人
へ
の
課
税
強
化
は
、
そ
の

活
動
を
縮
小
さ
せ
、
宗
教
の
も
た
ら
す
精
神
文
化
の

高
揚
に
著
し
い
支
障
を
き
た
す
と
共
に
、
宗
教
そ
の

も
の
の
存
在
す
ら
危
う
く
す
る
こ
と
に
も
な
り
か
ね

ま
せ
ん
。

　
も
と
よ
り
、
国
家
財
政
に
協
力
す
る
こ
と
は
、
宗

教
法
人
と
し
て
当
然
の
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
「
税

制
改
正
」
の
名
の
も
と
に
、
国
家
権
力
が
憲
法
に
保

証
さ
れ
て
い
る
「
信
教
の
自
由
」
、
「
政
務
分
離
」
の

原
則
を
脅
か
す
こ
と
を
懸
念
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ

の
よ
う
な
税
制
改
正
に
は
、
宗
教
者
と
し
て
絶
対
に

容
認
で
き
る
も
の
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。

　
宗
教
法
人
の
特
性
及
び
歴
史
的
慣
習
を
十
分
斜
酌

さ
れ
、
ご
審
議
下
さ
い
ま
す
よ
う
せ
つ
に
要
望
申
し

上
げ
ま
す
。

第
二
回
税
務
委
員
会

　
第
二
回
税
務
委
員
会
が
、
十
月
六
日
午
後
二
時
か

ら
、
臨
済
宗
妙
心
寺
派
宗
務
本
所
会
議
室
で
開
催
さ

れ
、
左
記
の
事
項
が
報
告
さ
れ
た
。

1
、
委
員
変
更
の
件

　
委
員
と
し
て
、
芙
蓉
良
英
（
真
言
宗
智
山
派
）
、
浅

井
侃
雄
（
真
言
宗
豊
山
派
）
の
両
拳
が
就
任
し
た
。

2
、
平
成
五
年
度
税
制
改
正
要
望
書
提
出
の
件

　
例
年
に
な
ら
い
「
税
制
改
正
に
対
す
る
要
望
書
」

を
自
民
党
政
務
調
査
会
及
び
組
織
委
員
会
あ
て
に
提

出
し
た
こ
と
が
報
告
さ
れ
た
。

3
、
日
本
宗
教
連
盟
「
宗
教
と
税
制
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
」

　
　
の
件

　
税
務
委
員
あ
て
に
後
日
案
内
が
あ
る
こ
と
が
報
告

さ
れ
、
出
席
の
要
請
が
あ
っ
た
。

　
引
き
続
き
、
税
務
委
員
で
あ
る
羽
生
雅
則
弁
護
士

が
、
「
宗
教
法
人
非
課
税
制
の
根
拠
－
宗
教
法
人
の
公

益
性
に
つ
い
て
一
」
の
テ
ー
マ
で
講
演
を
行
っ
た
。

　
羽
生
師
は
多
く
の
資
料
を
も
と
に
宗
教
法
人
非
課

税
制
の
根
拠
に
つ
い
て
講
演
。
今
後
の
研
究
の
基
礎

と
な
る
貴
重
な
講
演
だ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

○
仏
旗
（
大
）
た
て
1
4
㎝
よ
こ
2
1
㎝
四
五
、
○
○
○
円

○
仏
旗
（
中
）
た
て
9
0
㎝
よ
こ
燭
α
m
一
七
、
○
○
○
円

○
仏
旗
（
小
）
た
て
7
0
㎝
よ
こ
㎜
α
m
＝
二
、
○
○
○
円

○
手
　
旗
　
　
た
て
3
5
㎝
よ
こ
5
0
㎝
　
八
、
○
○
○
円

○
法
輪
旗
た
て
9
0
㎝
よ
こ
響
一
〇
、
○
○
○
円

お
申
し
込
み
は
全
日
本
仏
教
会
財
務
部

一2一
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宗
教
法
人
非
課
税
制
の
根
拠

　宗
　教

　法
　人

　の
弁公

護上

士性

羽に

　つ
調い

子下

則

　
去
る
十
月
六
日
、
臨
済
宗
妙
心
寺
派
宗
務
本
所
会

議
室
で
開
催
さ
れ
た
、
本
会
の
第
二
回
税
務
委
員
会

で
委
員
の
羽
生
雅
則
弁
護
士
が
、
「
宗
教
法
人
非
課
税

制
の
根
拠
一
宗
教
法
人
の
公
益
性
に
つ
い
て
一
」
の

テ
ー
マ
で
、
要
旨
次
の
よ
う
な
発
表
を
行
っ
た
。

　
　
　
　
※
　
　
　
　
　
※
　
　
　
　
　
※

一、

ﾍ
じ
め
に

　
そ
も
そ
も
宗
教
法
人
の
税
制
に
つ
い
て
問
題
に
な
っ

て
来
た
の
は
、
昭
和
五
十
六
年
の
十
一
月
に
「
法
人

税
基
本
通
達
」
の
改
正
で
、
収
益
事
業
税
に
つ
い
て

四
十
四
項
目
を
ほ
ぼ
追
加
す
る
よ
う
な
形
で
、
大
幅

な
改
正
が
な
さ
れ
た
事
に
端
を
発
す
る
わ
け
で
す
。

　
そ
れ
に
基
づ
い
て
、
税
務
調
査
も
全
国
一
斉
に
強

行
さ
れ
、
そ
れ
に
対
し
て
宗
教
団
体
の
側
で
も
色
々

対
応
し
て
、
野
仏
並
び
に
日
宗
連
が
相
次
い
で
要
望

書
を
出
し
ま
し
た
。
そ
の
後
、
毎
年
の
よ
う
に
全
仏

は
要
望
書
を
出
し
て
来
て
お
り
ま
す
。

　
最
近
の
内
容
と
し
て
は
、
非
課
税
制
の
実
質
的
な

根
拠
を
ご
く
簡
単
に
集
約
し
て
述
べ
て
い
る
訳
で
す
。

「
宗
教
法
人
が
本
来
、
人
心
の
安
定
を
は
か
り
、
教

育
、
文
化
、
社
会
福
祉
、
そ
の
他
公
益
の
増
進
に
寄

与
す
る
こ
と
は
、
宗
教
が
人
間
の
心
の
救
い
の
構
造

と
し
て
存
在
す
る
以
上
、
当
然
の
帰
結
で
ご
ざ
い
ま

す
。
」
と
、
こ
れ
が
結
論
な
の
で
す
が
、
こ
れ
を
も
う

少
し
具
体
的
に
か
み
砕
い
て
い
う
と
ど
う
い
う
事
な

の
か
を
、
考
え
て
行
こ
う
と
い
う
事
で
す
。

二
、
宗
教
法
人
の
非
課
税
制
の
概
要

　
宗
教
法
人
の
非
課
税
制
の
根
拠
の
一
つ
と
し
て
、

日
本
に
お
け
る
伝
統
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
徳
川

時
代
か
ら
寺
社
の
境
内
地
等
は
、
御
朱
印
地
と
さ
れ

た
り
、
そ
う
で
な
い
も
の
を
除
地
と
し
て
諸
役
が
減

免
さ
れ
、
そ
し
て
寺
社
は
そ
れ
ぞ
れ
の
自
治
が
認
め

ら
れ
て
来
ま
し
た
。
そ
う
い
う
経
過
、
伝
統
が
あ
っ

て
、
明
治
三
十
二
年
に
初
め
て
宗
教
団
体
の
税
制
が

法
制
化
さ
れ
た
訳
で
す
。
そ
れ
は
そ
の
伝
統
を
議
会

が
尊
重
し
、
非
課
税
を
原
則
と
し
て
来
た
も
の
で
あ

り
、
以
来
ず
っ
と
法
制
上
ほ
ぼ
一
貫
し
て
非
課
税
が

貫
か
れ
て
来
て
、
現
在
の
よ
う
な
形
に
な
っ
た
訳
で

す
。
こ
れ
に
対
し
て
、
色
々
と
批
判
が
あ
る
訳
で
す

が
、
そ
の
非
課
税
制
に
な
っ
て
い
る
実
質
的
な
根
拠

は
何
か
と
い
う
事
に
な
り
ま
す
。

　
か
な
り
古
く
か
ら
「
憲
法
二
十
条
」
の
「
特
権
」

に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
議
論
が
あ
り
ま
す
。

す
な
わ
ち
、
国
は
宗
教
団
体
に
対
し
て
「
特
権
」
を

与
え
て
は
い
け
な
い
と
い
う
、
政
教
分
離
の
規
定
が

あ
り
ま
す
か
ら
、
非
課
税
に
し
て
利
益
を
与
え
る
事

は
、
消
極
的
な
意
味
で
、
「
特
権
」
を
与
え
る
事
に
な

る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
議
論
で
す
。

　
そ
れ
に
対
し
て
ほ
と
ん
ど
の
学
説
は
、
そ
う
で
は

な
い
ん
だ
と
、
公
益
団
体
と
い
う
の
は
他
に
も
色
々

あ
り
ま
す
か
ら
（
学
校
法
人
、
社
会
福
祉
法
人
、
そ

の
他
研
究
団
体
等
）
、
そ
れ
ら
も
も
ち
ろ
ん
非
課
税
に

な
っ
て
い
る
訳
で
す
か
ら
、
宗
教
法
人
も
同
じ
よ
う

な
価
値
を
認
め
て
、
公
益
の
見
地
か
ら
宗
教
法
人
を

一
つ
の
公
益
的
な
役
割
を
は
た
す
も
の
と
見
て
、
援

助
を
与
え
る
と
い
う
事
は
、
何
も
宗
教
法
人
だ
け
を

特
別
扱
い
す
る
訳
で
は
な
い
と
い
う
説
で
す
。

　
こ
れ
に
対
し
て
、
色
々
な
世
論
を
代
表
し
て
理
論
　
翫

化
さ
れ
た
も
の
と
し
て
、
北
野
弘
久
氏
が
「
宗
教
法

人
へ
の
課
税
と
政
教
分
離
問
題
」
と
い
う
論
文
を
発

表
し
ま
し
た
。
信
教
の
自
由
の
中
に
は
特
定
の
宗
教

を
信
じ
な
い
自
由
も
あ
る
、
そ
う
す
る
と
無
宗
教
者

が
い
る
の
に
、
宗
教
法
人
に
対
し
て
非
課
税
の
取
り

扱
い
を
す
る
と
い
う
事
は
、
一
般
の
納
税
者
の
犠
牲

に
お
い
て
、
宗
教
法
人
に
補
助
金
を
出
す
事
と
、
実

質
的
に
は
同
じ
事
で
は
な
い
か
と
、
従
来
の
疑
問
点

を
抽
象
的
に
再
度
出
し
て
い
る
の
で
す
。

　
た
だ
し
北
野
氏
も
全
面
否
定
と
い
う
事
で
は
な
く
、

仮
に
制
度
上
、
宗
教
法
人
に
対
し
て
現
行
の
建
前
を

維
持
し
て
行
こ
う
と
す
る
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
非
課

税
の
根
拠
に
な
っ
て
い
る
、
一
般
的
公
益
性
が
、
制

4

櫓
・
高

一
　
「
－
．
．
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度
的
に
担
保
さ
れ
る
措
置
が
講
ぜ
ら
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
点
、
宗
教
法
人
は
何

ら
配
慮
を
す
る
基
点
が
無
い
。
だ
か
ら
納
税
者
は
一

般
的
公
益
性
を
認
め
ら
れ
る
宗
教
活
動
に
限
定
し

て
、
非
課
税
の
利
益
を
付
与
す
る
事
に
し
た
い
と
い

う
限
定
的
な
承
認
な
の
で
す
。

三
、
非
課
税
制
の
根
拠

　
宗
教
法
人
は
「
宗
教
法
人
法
」
で
設
立
さ
れ
、
一

般
的
に
適
用
に
な
る
の
で
す
が
、
そ
の
中
に
は
宗
教

法
人
の
具
体
的
な
性
格
は
あ
ま
り
規
定
さ
れ
て
い
ま

せ
ん
。
で
す
か
ら
法
律
的
な
根
拠
を
求
め
よ
う
と
す

る
と
、
「
民
法
三
十
四
条
」
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
す
。

「
民
法
三
十
四
条
」
は
公
益
法
人
の
設
立
に
関
す
る

規
定
で
、
「
祭
祀
、
宗
教
、
慈
善
、
学
術
、
技
芸
、
其

他
公
益
二
関
ス
ル
社
団
又
ハ
財
団
ニ
シ
テ
営
利
ヲ
目

的
ト
セ
サ
ル
モ
ノ
ハ
主
務
官
庁
ノ
許
可
ヲ
得
テ
之
ヲ

法
人
ト
為
ス
コ
ト
ヲ
得
」
と
な
っ
て
い
ま
す
。
た
だ

こ
れ
は
公
益
法
人
を
「
民
法
」
が
列
挙
し
て
い
る
の

で
す
が
、
そ
の
一
番
最
初
に
祭
祀
、
宗
教
と
い
う
も

の
を
も
っ
て
来
て
お
り
、
そ
の
基
本
的
な
考
え
は
祭

祀
、
宗
教
を
公
益
法
人
の
典
型
と
し
て
上
げ
て
い
る

訳
で
す
。
こ
れ
は
非
課
税
制
に
関
連
し
て
い
え
ば
、

寺
と
か
神
社
の
非
課
税
制
の
伝
統
と
い
う
も
の
が
あ

り
ま
す
し
、
そ
う
い
う
公
益
法
人
の
非
課
税
の
伝
統
、

由
来
は
そ
も
そ
も
宗
教
団
体
か
ち
始
ま
っ
て
い
る
と

い
う
事
が
歴
史
的
に
は
い
い
得
ま
す
。

　
た
だ
最
近
い
わ
れ
て
い
る
事
は
、
仮
に
「
民
法
」

の
条
文
上
は
そ
う
だ
と
し
て
も
、
実
質
を
考
え
て
い

く
と
、
公
益
法
人
と
い
っ
て
も
、
や
は
り
宗
教
法
人

は
非
常
に
特
殊
性
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
、
そ
れ

は
事
実
そ
の
通
り
な
訳
な
ん
で
す
ね
。
で
す
か
ら
こ

の
辺
が
宗
教
法
人
の
公
益
性
を
議
論
し
て
い
く
上
で
、

宗
教
法
人
の
特
殊
性
を
ど
う
い
う
ふ
う
に
と
ら
え
る

か
、
そ
れ
が
ど
う
公
益
な
の
か
と
い
う
点
を
考
え
て

い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　
「
法
人
税
法
別
表
第
二
」
、
「
所
得
税
法
別
表
第
一
」

に
非
課
税
の
取
り
扱
い
を
し
て
い
る
数
多
く
の
公
益

法
人
等
あ
る
い
は
公
共
法
人
等
が
揚
げ
ら
れ
て
い
ま

す
。
こ
う
い
う
も
の
に
比
べ
て
も
、
宗
教
法
人
と
い

う
の
は
確
か
に
、
特
殊
で
あ
る
と
い
う
事
は
ま
ち
が

い
な
い
訳
で
す
。
し
か
し
そ
れ
で
も
公
共
的
役
割
は
、

そ
れ
ぞ
れ
性
格
は
ち
が
っ
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
分
野

で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
角
度
か
ち
公
共
的
役
割
を
果
た
し

て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

四
、
公
益
と
は
何
か

　
「
公
益
と
は
、
社
会
全
般
の
利
益
、
い
い
か
え
れ

ば
不
特
定
多
数
の
者
の
利
益
を
指
す
。
（
『
注
釈
民

法
』
）
」
と
い
う
事
で
す
。
し
か
し
、
仮
に
特
定
多
数

の
利
益
を
目
的
と
す
る
法
人
で
あ
っ
て
も
、
結
果
と

し
て
社
会
全
体
に
奉
仕
す
る
団
体
も
あ
る
訳
で
す

し
、
間
接
的
な
公
益
を
目
的
と
す
る
団
体
で
も
良
い

の
で
は
な
い
か
と
い
う
事
が
一
つ
あ
り
ま
す
。

　
井
上
恵
行
師
の
「
宗
教
法
人
法
の
基
礎
的
研
究
」

に
は
、
「
そ
も
そ
も
、
宗
教
（
も
ち
ろ
ん
人
心
を
毒
し

公
共
の
福
祉
を
害
す
る
よ
う
な
宗
教
は
別
と
し
て
）

と
い
う
も
の
は
、
一
般
に
公
益
を
目
的
と
す
る
と
い

わ
れ
る
も
の
と
は
本
質
上
坐
な
り
、
直
接
、
人
間
の

心
の
奥
底
に
つ
ら
な
り
、
霊
魂
に
ふ
れ
、
い
の
ち
に

か
よ
う
も
の
、
人
を
し
て
安
心
立
命
、
常
置
法
悦
の

妙
境
に
住
せ
し
む
る
も
の
で
あ
り
、
そ
し
て
、
そ
れ

は
国
民
の
個
人
生
活
を
ゆ
た
か
に
し
、
社
会
生
活
を

浄
化
し
て
、
文
化
国
家
の
向
上
に
大
き
な
役
割
を
演

ず
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
宗
教
の
特
性
が
、

お
の
ず
か
ら
立
法
関
係
者
の
心
識
に
印
象
づ
け
ら
れ

て
、
以
上
列
挙
し
た
よ
う
な
、
く
さ
ぐ
さ
の
法
令
や

判
決
が
生
ま
れ
た
と
解
す
べ
き
で
は
な
い
か
」
と
あ

り
ま
す
。
こ
れ
が
、
実
質
的
な
中
身
に
ふ
れ
た
文
章

で
す
が
、
こ
れ
が
現
在
の
重
過
の
要
望
書
と
も
つ
な
　
　
↑

が
っ
て
い
る
文
章
だ
と
思
い
ま
す
。

　
ま
た
、
「
憲
法
」
と
の
関
係
で
い
い
ま
す
と
、
信
教

の
自
由
は
「
憲
法
」
の
中
に
お
け
る
精
神
的
自
由
の

確
立
の
母
体
と
な
っ
た
、
非
常
に
重
要
な
基
本
的
人

権
で
す
。
精
神
生
活
の
基
本
原
則
と
し
て
、
信
教
の

自
由
と
い
う
も
の
は
、
高
い
普
遍
的
価
値
を
も
っ
て

お
り
、
そ
の
社
会
に
無
神
論
者
が
い
て
も
、
そ
れ
は

変
わ
り
は
な
い
と
い
う
事
で
す
。
そ
う
い
う
民
主
主

義
社
会
と
い
う
の
は
、
価
値
の
多
元
化
と
い
う
も
の

を
前
提
と
し
て
成
り
立
っ
て
い
る
の
で
す
か
ら
、
宗

教
は
精
神
文
化
の
向
上
に
「
憲
法
」
上
も
役
割
を
果

た
し
て
い
る
と
い
う
事
が
い
え
る
の
で
は
な
い
か
と

思
い
ま
す
。
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五
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
免
税
制
度
の
理
由
付
け

　
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
免
税
制
度
の
積
極
的
な
理
由

付
け
に
よ
れ
ば
、
教
会
の
活
動
と
い
う
も
の
は
公
共

の
利
益
を
増
進
す
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
い
ま
す
。

す
な
わ
ち
、
精
神
面
の
向
上
と
い
う
も
の
は
、
も
し

宗
教
団
体
や
教
会
が
な
け
れ
ば
、
民
主
主
義
国
家
が

お
金
を
か
け
て
も
や
ち
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
で
あ

る
が
、
現
実
の
信
教
の
自
由
が
認
め
ら
れ
て
い
る
社

会
で
は
、
宗
教
団
体
や
教
会
が
そ
の
役
割
を
果
た
し

て
い
る
と
い
う
、
「
代
償
理
論
」
を
取
り
ま
す
。
そ
し

て
民
主
主
義
社
会
を
支
え
る
、
公
共
的
な
善
を
推
進

し
て
い
る
と
い
う
事
は
、
公
共
の
利
益
に
正
に
合
致

す
る
。
だ
か
ら
そ
う
い
う
宗
教
団
体
や
教
会
は
、
本

来
政
府
が
租
税
を
も
っ
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

諸
活
動
と
い
う
も
の
を
、
肩
代
わ
り
を
し
て
や
っ
て

い
る
の
で
あ
り
、
租
税
を
免
除
す
る
の
は
当
然
で
あ

る
と
い
う
考
え
方
で
す
。

　
善
良
な
市
民
性
、
民
主
主
義
社
会
の
秩
序
の
維
持

促
進
に
、
そ
う
い
う
意
味
で
役
立
っ
て
い
る
と
、
い
わ

ば
ア
メ
リ
カ
社
会
の
生
命
た
る
多
元
的
価
値
の
推
進

に
資
す
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
結
果
総
体
と
し
て

宗
教
活
動
の
結
果
が
、
広
く
社
会
に
役
立
っ
て
一
般

国
民
が
広
く
そ
の
利
益
を
受
け
て
い
る
と
い
・
ユ
畢
で
す
。

　
も
う
一
つ
、
政
教
分
離
の
関
係
で
、
仮
に
そ
れ
が

全
面
的
に
課
税
対
象
と
な
れ
ば
、
そ
の
事
の
強
化
の

た
め
に
国
家
権
力
と
い
う
も
の
が
宗
教
団
体
に
介
入

し
て
く
る
と
い
う
事
の
マ
イ
ナ
ス
面
と
い
う
も
の
は
、

政
教
分
離
の
立
場
か
ら
も
の
す
ご
く
大
き
い
と
い
う

事
で
、
こ
れ
は
ア
メ
リ
カ
の
有
名
な
判
例
な
の
で
す

が
、
そ
う
い
う
事
も
重
要
な
柱
で
す
。

　
政
教
分
離
と
い
っ
て
も
敵
対
関
係
の
政
教
分
離
も

あ
り
ま
す
が
、
日
本
の
「
憲
法
」
が
と
っ
て
い
る
政

教
分
離
は
そ
う
で
は
な
く
て
、
お
互
い
に
そ
の
価
値

を
認
め
る
が
ゆ
え
に
干
渉
し
な
い
と
い
う
、
友
好
的

な
政
教
分
離
で
す
。
そ
し
て
さ
き
ほ
ど
の
「
代
償
理

論
」
に
つ
な
が
る
訳
で
す
。

六
、
ま
と
め

　
碓
井
光
明
氏
の
「
宗
教
法
人
課
税
の
現
状
と
問
題
」

と
い
う
論
文
に
よ
れ
ば
、
「
公
益
と
い
っ
て
も
、
宗
教

法
人
固
有
の
活
動
は
、
積
極
的
に
公
益
の
増
進
を
図

る
公
益
法
人
の
活
動
と
異
な
り
、
人
々
の
内
面
・
精

神
生
活
へ
の
働
き
か
け
に
と
ど
ま
る
も
の
で
あ
る
か

ら
、
民
法
の
公
益
法
人
や
社
会
福
祉
法
人
と
は
相
当

に
性
質
を
異
に
し
て
い
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

し
か
し
な
が
ち
、
宗
教
法
人
の
活
動
又
は
宗
教
法
人

の
所
有
す
る
境
内
建
物
や
境
内
地
が
不
特
定
多
数
の

人
々
に
与
え
る
精
神
的
安
ら
ぎ
の
効
果
は
、
安
定
し

た
市
民
生
活
の
確
保
の
た
め
に
無
視
し
え
な
い
と
思

わ
れ
る
。
」
と
あ
り
ま
す
。
で
す
か
ら
宗
教
全
体
に
対

し
て
非
課
税
に
す
る
事
は
何
ら
「
憲
法
」
上
問
題
は

な
い
、
と
い
う
事
に
つ
な
が
る
訳
で
す
。

　
ま
た
、
「
宗
教
法
人
法
六
条
」
の
規
定
で
い
い
ま
す

と
、
公
益
事
業
、
公
益
と
い
う
事
が
出
て
来
ま
す
が
、

そ
れ
に
よ
れ
ば
公
益
事
業
を
行
う
事
自
体
が
、
教
義

を
広
め
る
事
に
も
つ
な
が
る
と
い
う
事
で
、
法
律
の

規
定
上
も
公
益
と
い
う
事
が
十
分
読
み
取
る
事
が
で

き
る
事
で
す
。

　
た
だ
、
一
般
で
い
い
ま
す
と
色
々
な
宗
教
団
体
が

あ
り
ま
す
し
、
中
に
は
今
い
っ
た
よ
う
な
社
会
的
な

役
割
と
い
う
も
の
を
十
分
果
た
し
て
い
な
い
と
い
う

事
も
確
か
に
無
い
事
は
無
く
、
そ
う
い
う
場
合
の
自

主
、
自
立
、
自
浄
と
い
う
事
が
、
こ
う
い
う
議
論
の

場
合
の
結
論
に
な
る
訳
で
す
。
す
な
わ
ち
、
政
教
分

離
で
自
治
が
任
さ
れ
、
国
家
は
介
入
す
る
な
と
い
う

場
合
は
、
自
浄
能
力
が
前
提
に
な
っ
て
い
る
訳
で
す

か
ち
、
そ
う
い
う
も
の
を
一
層
高
め
て
い
か
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
い
う
事
は
事
実
だ
と
思
い
ま
す
。
そ

う
い
う
事
さ
え
し
て
行
け
ば
公
益
性
と
い
う
も
の
は
　
　
ト

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「

十
分
理
論
的
に
も
い
え
る
と
思
い
ま
す
。

山田恵諦会長　ご染筆

（天台座主跨下）

2，000円箱入
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輝
輝
，

欝
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去
る
十
月
十
五
日
、
現
地
時
間
午
後
二

時
か
ら
、
ネ
パ
ー
ル
の
ル
ン
ビ
ニ
ー
で
、

マ
ヤ
堂
修
復
事
業
着
工
式
が
執
り
行
わ
れ

た
。　
晴
天
に
恵
ま
れ
、
摂
氏
三
〇
度
を
超
え

た
こ
の
日
、
ル
ン
ビ
ニ
i
園
に
は
ネ
パ
ー

ル
政
府
関
係
者
、
L
D
T
（
ル
ン
ビ
ニ
i

開
発
ト
ラ
ス
ト
）
関
係
者
な
ど
約
三
百
人
が
集
り
、

ふ
だ
ん
は
静
か
な
マ
ヤ
堂
周
辺
も
、
に
ぎ
に
ぎ
し
い

雰
囲
気
に
つ
つ
ま
れ
て
い
た
。

　
午
後
二
時
、
マ
ヤ
堂
の
南
側
に
張
ら
れ
た
大
き
な

テ
ン
ト
の
中
で
、
ネ
パ
ー
ル
僧
侶
に
よ
る
三
帰
難
文

が
唱
和
さ
れ
、
開
式
と
な
っ
た
。
法
要
に
引
き
続
い

て
、
関
係
者
に
よ
る
挨
拶
が
次
々
と
行
わ
れ
た
。
日

本
か
ら
は
、
本
会
を
代
表
し
て
綴
本
事
務
総
長
が
、

祝
辞
を
奉
呈
し
た
。

　
午
後
四
時
半
、
一
行
は
マ
ヤ
堂
内
部
へ
移
り
、
考

　も　　マみへ

甥
歎

隷，馬
閉

着
工
式
当
日
の
マ
ヤ
堂
（
上
）

レ
ン
ガ
除
去
式
に
望
む
籏
本
事
務
総
長
（
右
）

一6一
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、

、

曵
墨

’、

X趣．

内
心
「

　鯛
鎗毎ノ鵡

謬劉　飛’　諜　ぬ純瀦
諌

撚
墜
．

、
ア
ト
、

必
諦
、
、

．
湿

繭
屡
か
r　慧

罵　　　岡

、碧

鉱
、
鷺

　
へ

触
旧
き
滋

、
昏
ド

」
終

魚就謡、蒔
憲

マヤ堂基壇にくい込む菩提樹の根

「
　
を
曜
・
幽
「
　
　
　
　
・
二
『
　
．
野
島
．
」
誹
一
．
、
一

戸
F
　
　
「

古
学
関
係
者
か
ら
工
事
の
進
め
方
に
つ
い
て
説
明
を

受
け
た
。
続
い
て
代
表
者
に
よ
る
献
灯
、
献
香
が
行

わ
れ
た
。
そ
の
後
、
工
事
開
始
の
第
一
歩
を
記
す
た

め
、
マ
ヤ
堂
基
壇
上
部
の
レ
ン
ガ
除
去
式
が
行
わ
れ
、

全
て
の
日
程
が
終
了
と
な
っ
た
。

　
参
加
者
に
は
、
紅
茶
と
お
菓
子
が
振
舞
わ
れ
、
懇

談
の
時
が
持
た
れ
た
。

　
こ
の
日
の
主
な
出
席
者
は
、
ジ
ョ
ー
シ
i
L
D
T

理
事
長
（
文
部
大
臣
）
、
サ
キ
や
同
士
理
事
長
、
タ
ム

畿墾縫

ラ
カ
ー
同
理
事
（
通
産
大
臣
）
、
ラ
ム
・
サ
キ
や
同
事

務
局
長
、
ネ
パ
ー
ル
国
会
議
員
、
県
知
事
等
々
。
本

会
か
ら
は
、
籏
本
事
務
総
長
の
他
、
木
内
国
際
文
化

部
長
、
伊
東
同
和
推
進
部
長
が
出
席
し
た
。

　
な
お
、
十
月
二
十
一
日
に
は
、
L
D
T
の
理
事
会

が
カ
ト
マ
ン
ズ
で
開
催
さ
れ
、
こ
れ
に
は
川
島
総
務

部
長
が
出
席
し
た
。

挨
拶
す
る
文
部
大
臣
（
上
）

テ
ン
ト
を
埋
め
た
参
加
者
（
右
）

一7一
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灘
難
譲
…
総
…
難
懲
嚢
懇
懸
灘
灘

　
第
二
回
総
務
委
員
会
が
、
九
月
二
十
八
日
午
後
二

時
か
ら
、
真
言
宗
智
山
派
宗
務
庁
会
議
室
で
開
催
さ

れ
た
。

　
本
委
員
会
は
、
常
務
理
事
を
派
遣
し
て
い
る
十
宗

派
よ
り
推
薦
さ
れ
た
各
委
員
で
構
成
さ
れ
、
各
宗
派

宗
務
当
局
と
本
会
事
務
総
局
と
の
事
務
的
な
連
絡
を

円
滑
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。

　
委
員
会
は
、
籏
本
事
務
総
長
の
挨
拶
に
つ
づ
き
、

左
記
の
協
議
事
項
の
審
議
に
入
っ
た
。

1
．
平
成
五
年
度
予
算
の
大
綱
の
件

2
．
　
「
日
宗
連
」
第
九
回
宗
教
と
税
制
シ
ン
ポ
ジ
ウ

　
　
ム
の
件

3
，
第
十
回
囲
碁
大
会
の
件

4
．
ル
ン
ビ
ニ
ー
の
件

5
．
第
十
八
回
W
F
B
世
界
仏
教
徒
会
議
台
湾
大
会

　
　
の
件

6
，
第
十
二
回
同
和
研
修
会
の
件

7
，
第
三
十
五
回
全
日
本
仏
教
徒
会
議
九
州
大
会
の

　
　
件

　
な
お
、
本
委
員
会
の
委
員
は
次
の
通
り
。

渡
辺
宗
孝
（
曹
洞
宗
）
、
中
山
知
見
（
浄
土
真
宗
本
願

寺
派
）
、
梨
谷
哲
栄
（
真
宗
大
谷
派
）
、
藤
木
雅
雄
（
浄

土
宗
）
、
望
月
康
史
（
日
蓮
宗
）
、
徳
富
義
明
（
高
野

山
真
言
宗
）
、
松
山
英
照
（
臨
済
宗
妙
心
寺
派
）
、
志

井
圓
定
（
天
台
宗
）
、
馬
場
修
習
（
真
言
宗
智
山
派
）
、

中
正
宣
（
真
言
宗
豊
山
派
）

一
九
九
三
年
版

申
込
み
受
付
け
中

　
全
日
本
仏
教
会
で
は
、
左
記
要
領
に
て
、
「
全
仏

手
帳
」
を
発
行
し
ま
す
。
部
数
に
限
り
が
ご
ざ
い

ま
す
の
で
、
ご
注
文
は
お
早
め
に
。

内
容

サ
イ
ズ

定
　
価

申
込
先

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
。
「

例
墾
◆
…
、
◆
毒
◆
、
◆
…
◆
奄
◆
…
◎
…
、
◆
一
」
　
「

…
　
　
店
嚇
　
…

”
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
”

三
帰
唐
文
、
四
弘
誓
願
、
宗
門
聖
日
、

加
盟
団
体
役
員
住
所
録
そ
の
他

9
×
1
4
㎝

七
〇
〇
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